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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  イノシシ、ニホンジカ（以下「シカ」という）、ニ

ホンザル（以下「サル」という）、ツキノワグマ（以

下「クマ」という）、ヌートリア、アライグマ、ハク

ビシン、アナグマ・タヌキ・二ホンイタチ・シベリア

イタチ・テン（以下アナグマ等という）、ハシブトガ

ラス･ハシボソガラス（以下「カラス類」という）、キ

ジバト・カワラバト（以下「ハト類」という）、アオ

サギ・ダイサギ（以下「サギ類」という）、カワウ 

 計画期間 令和８年度～令和１０年度 

 対象地域 若桜町全域 

 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和６年度） 

鳥獣の種類 

 

 

被害の現状 

品 目 

 

被害数値 

 面積（a） 金額（千円） 

イノシシ 水稲 ０．５ ６ 

シカ 水稲、野菜類、樹木 － － 

サル 野菜類 － － 

クマ 果樹 － － 

ヌートリア 水稲、野菜類 － － 

アライグマ － － － 

ハクビシン トマト ０．０４ ４ 

アナグマ等 野菜類 － － 

カラス類 野菜類 － － 

ハト類 水稲、野菜類 － － 

サギ類 水稲、魚類 － － 

カワウ 魚類 － － 

合 計 ０．５４ １０ 

 

 

 

 

 



 

（２）被害の傾向 

○イノシシ 

 水稲被害を中心に町内全域で確認されている。被害額は侵入防止柵により

増加を防いでおり、捕獲数は減少傾向にある。 

 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

被害面積(a) １２ １０ ４７ ０．６ ０．５ 

被害金額(千円) １３９ １２２ ２８７ ７．２ ６ 

 

○シカ 

 水稲やダイコン、葉菜類等で被害が発生しているが、スギ・ヒノキ等への

被害は減少している。出没、捕獲数は依然として多く町内全域で被害が発生

している。また、氷ノ山の高山植物（サンカヨウ）などの被害も出ている。 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

被害面積(a) ２５ ２１ ２２ ０．５ ０ 

被害金額(千円) ５６８ ８１９ １４ ２５．５ ０ 

 

○サル 

 カボチャ、柿、トウモロコシ等の野菜類に被害が発生している。 

また、民家への侵入も確認されている。 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

被害面積(a) ０．５ ０ ０ ０ ０ 

被害金額(千円) １４ ０ ０ ０ ０ 

 

○クマ 

  梨、柿、栗等の被害があり、目撃情報も依然としてある。 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

被害面積(a) ２    ６     ８ １．５ ０ 

被害金額(千円)   ２０ １６２    １３ １８ ０ 

 

○ヌートリア 

 目撃情報があるため、被害発生の恐れがある。 

 

○アライグマ 

 近隣の町で令和５、６年度に各１頭捕獲されており被害発生のおそれが

ある。 

 



○ハクビシン 

 近隣の町で継続して捕獲されているほか、町内でのトマトの被害があり

、目撃情報もある。 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

被害面積(a) １   ０ ０ ０ ０．０４ 

被害金額(千円) ６９ ０ ０ ０ ４ 

 

○アナグマ等 

 野菜やいちごの被害があり、目撃情報もある。 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

被害面積(a) １ ２ １ ０ ０ 

被害金額(千円) １１５ １６１ ２２４ ０ ０ 

 

○カラス類 

 ダイコン、いちごの被害がある。 

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

被害面積(a)    ３ ３     １ ３ ０ 

被害金額(千円) ２４６ ２４６  １４ １３８ ０ 

 

○ハト類 

 具体的な被害金額は不明であるが、ダイコンの生産地では種まき後、発

芽前に種の食害がある。 

 

○サギ類 

 水稲の踏みつけ・踏み倒し被害がある。また、具体的な被害金額は不明で

あるが、アユ・イワナ等の食害被害が発生している。 

 

○カワウ 

 具体的な被害金額は不明であるが、アユ・イワナ・ヤマメの食害がある

。 

 

 

 

 

 

（３）被害の軽減目標（現状地の８０％を目標とする） 

指標 
現状値（令和６年度） 目標値（令和１０年度） 

面積（a） 金額（千円） 面積（a） 金額（千円） 

イノシシ ０．５ ６ ０．４ ４．８ 



ニホンジカ － － － － 

サル － － － － 

クマ － － － － 

ヌートリア － － － － 

アライグマ － － － － 

ハクビシン ０．０４ ４ ０．０３ ３．２ 

アナグマ等 － － － － 

カラス類 － － － － 

ハト類 － － － － 

サギ類 － － － － 

カワウ － － － － 

合計 ０．５４ １０ ０．４３ ８ 

 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

（捕獲体制） 

○全鳥獣対象 

 猟友会員に有害鳥獣捕獲許可を出し

、各地域で猟友会の協力を得て捕獲体

制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

○イノシシ 

箱わなの貸出し。 

 猟友会による有害捕獲。 

 

 

 

 

○シカ 

箱わなの貸出し。 

 猟友会による有害捕獲。 

 

（捕獲体制） 

○全鳥獣対象 

猟友会員の高齢化が課題

である。新規加入もあるが

猟友会員数は減少する一方

であり、捕獲者の確保が急

務である。 

鳥獣による農作物被害の

実態を明確に把握できてい

ない為、調査方法を確立す

る必要がある。 

 

○イノシシ 

 狩猟者によって箱わなの

管理方法が異なり効率的な

捕獲が困難なので、捕獲に

関しての講習会等の実施を

検討。 

 

○シカ 

 狩猟者によって箱わなの

管理方法が異なり効率的な

捕獲が困難なので、捕獲に



 

 

 

○サル 

エアガン、花火等による追い払いに

加え、猟友会による有害捕獲。 

 

 

 

 

 

○クマ 

猟友会による有害捕獲。 

錯誤捕獲の場合、鳥取県第二種特定

鳥獣（ツキノワグマ）管理計画に沿っ

て学習放獣又は有害捕獲。 

 

○ヌートリア 

箱わなの貸出し。 

 防除計画による捕獲。 

 

 

○アライグマ 

箱わなの貸出し。 

 防除計画による捕獲。 

 

 

○ハクビシン 

猟友会による有害捕獲。 

箱わなの貸出し。 

  

 

 

○アナグマ等 

猟友会による有害捕獲。 

 

 

 

○カラス類 

関しての講習会等の実施を

検討。 

 

○サル 

追い払いの迅速な対応が

できておらず、効果が低い

ため、エアガンや花火等を

配備するなど、追い払い体

制の強化を検討する必要が

ある。 

 

○クマ 

 目撃情報があり、人身被

害が想定される場合に緊急

対応できる体制整備が必要

。 

 

○ヌートリア 

 今後、生態や被害につい

て情報を収集する必要があ

る。 

 

○アライグマ 

 今後、生態や被害につい

て情報を収集し、捕獲体制

の整備が必要。 

 

○ハクビシン 

 町内でも目撃情報があり

、今後、生態や被害につい

て情報を収集し、捕獲体制

の整備が必要。 

 

○アナグマ等 

 目撃情報があり、農作物

被害も出ているため有害捕

獲を検討。 

 

○カラス類 



猟友会による有害捕獲。 

県下一斉に行われるカラス類捕獲に

参加。 

 

 

○ハト類 

猟友会による有害捕獲。 

 

 

○サギ類 

エアガンによる追い払いに加え、猟

友会による有害捕獲。 

 

 

 

 

○カワウ 

猟友会による有害捕獲。 

 

 

銃器の捕獲が困難である

為、捕獲数が伸びない。 

カラス檻の購入、管理を

検討する。 

 

○ハト類 

 銃器での捕獲が困難なた

め、捕獲数が伸びない。 

 

○サギ類 

追い払いの迅速な対応が

できておらず、効果が低い

。また、銃器での捕獲が困

難なため捕獲数が伸びない

。 

 

○カワウ 

 銃器での捕獲が困難なた

め捕獲数が伸びない。 

 

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

鳥取県鳥獣被害総合対策事業及び単

町いのしし等被害防止柵設置事業等に

よる、ワイヤーメッシュ柵や電気柵等

の侵入防止柵の設置及び補修を行って

いる。 

 

（前計画期間の整備実績） 

 集落

数 

設置 

箇所数 

延長(m) 

Ｒ４ １８ １９ ４，８１０ 

Ｒ５ ９ ９ ３，８４７ 

Ｒ６ ４ ４ ３，６９０ 

合計 ３１ ３２ １２，３４７ 

 

 

 

２戸以上の農家で組織す

る団体が事業主体となり、

鳥獣の侵入防止柵の設置に

取組んでいるが小さな農地

が分散しまとまりの小さな

集落では集落全体の農地を

囲う取組みができていない

。 

 柵を設置したにもかかわ

らず、設置方法や維持管理

の不備により被害が出てい

る箇所もあり、補修・強化

に対する支援が必要である

。 

  緩衝帯設置等の環境整備

が進んでいない。 

 

生 息 環

境 管 理

鳥獣を誘引しない環境づくりのため

に野菜残渣や放任果樹等、餌となるも

 鳥獣の習性や効率的な被

害防止対策を学ぶ機会が少



そ の 他

の取組 

のを放置しないよう知識の普及を図っ

ている。 

ないため、各集落を対象と

した講習会を開催する必要

がある。 

 

（５）今後の取組方針 

■全体方針 

 侵入防止柵の設置や捕獲等の効果により被害軽減の成果は出ているが、

地域ぐるみの総合的な取り組みができていない集落もあり、被害は未だに

発生している。 

集落の維持、農業振興地域の発展を図るため、｢鳥獣による農林水産業

等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律｣に基づく財政支援措

置や鳥取県の補助事業等を活用して、総合的な取り組みを行っていく。 

鳥獣による農作物被害の実態を把握するため、調査を行う。 

 

【全体計画】 

○集落環境整備 

 鳥獣を誘引する要素となっている耕作放棄地や放任果樹等を除去し、鳥

獣が近づきにくい集落づくりを行う。また、緩衝帯の設置も検討し、人と

野生鳥獣の棲み分けを行うことで、野生鳥獣が農地等に接近しづらい環境

を整備する。町報等により被害発生時の報告の徹底を周知するとともに、

被害実態の把握と速やかに有害捕獲を実施する体制を整備することで、野

生鳥獣による被害の軽減を図る。 

 

○効果的な侵入防止柵の設置及び管理 

 加害鳥獣に有効的な柵の設置を行う。 

  また、既設の侵入防止柵について適切な維持管理方法を指導するととも

に、補強や修繕についても支援し、効率的な捕獲を行う。 

 

○狩猟免許の取得促進 

 捕獲従事者の担い手を増やすため、狩猟免許の取得に係る費用に対して

支援を行い、狩猟免許の取得促進を行う。 

 

○集落での追い払い活動の実践 

  ロケット花火等を活用した効果的な追い払い方法を普及し、より効果的

な追い払い体制作りを検討。 

 

○獣肉の活用 

 獣肉解体処理施設（２９工房）の効率的な運用を進めると共に、今後は

加工販売や革製品、ペットフード等の取り組みを強化し、より一層の獣肉



の有効活用等を図る。 

また、道の駅、町内飲食店等で獣肉を使用した料理の推進を図る。 

 

○研修会の開催 

 専門家、有識者等を招いた研修会を開催し、侵入防止策の管理方法や箱

わな等の設置について研修会を行い、効果的な手法の普及を行うことで、

被害を最小限に留める。 

 

【各鳥獣に対する計画】 

○イノシシ 

 侵入防止柵の設置を推進する。 

また、町、猟友会及び地元が連携して、わな等の設置場所の検討や維持

管理等を行い、放任果樹・野菜の残渣等の誘因物の処分を徹底した上で、

効率的な捕獲を行う。 

 

○シカ 

侵入防止柵の設置を推進する。 

また、町、猟友会及び地元が連携して、わな等の設置場所の検討や維持

管理等を行い、放任果樹・野菜の残渣等の誘因物の処分を徹底した上で、

効率的な捕獲を行う。 

 

○サル 

 花火やエアガン等を使った追い払い行う。 

また、追い払いで被害が防止できない場合や人身被害が懸念される場合

については、箱わな等による捕獲も検討する。 

 

○クマ 

 放任果樹、野菜の残渣等の誘因物の処分を徹底させ、侵入防止柵（特に

電気柵）はもとより、集落付近に出没し、人身被害の恐れのある場合には

、集落内点検等を行ったうえで、有害捕獲を実施する。また、緊急銃猟の

体制整備を検討する。 

 

○ヌートリア 

 年間を通じた捕獲を実施し、農作物への被害が発生する前に地域からの

完全排除を目的とした捕獲対策を強化する。 

 

○アライグマ 

 年間を通じた捕獲を実施し、地域に定着させないため発見された場合に

早期に捕獲することの出来る体制を整備する。地域からの完全排除を目的



とした捕獲対策を強化する。 

 

○ハクビシン 

 目撃や被害について情報収集し、有害捕獲をするとともに捕獲体制を

強化する。 

 

○アナグマ等 

 目撃や被害について情報収集し、必要であれば侵入防止柵等の設置及

び有害捕獲を検討する。 

 

○カラス類 

 カラス類の餌付けとならないよう、くず野菜、くず果実等の処分を徹底

させる。 

また、夏期７月、８月に銃による一斉捕獲を実施する。 

 

○ハト類 

 目撃や被害について情報収集し、捕獲許可に基づき捕獲を実施する。 

 

○サギ類 

 実施可能な場所では追い払いを実施する。 

また、必要であれば有害捕獲を検討する。 

 

○カワウ 

 実施可能な場所では追い払いを実施する。 

また、必要であれば有害捕獲を検討する。カラスの一斉捕獲の際にも積

極的に捕獲を行う。 

 

 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

 若桜町猟友会と捕獲委託契約等を締結し、有害鳥獣捕獲への従事、箱わ

なの運用を委託。 

（若桜町猟友会員構成状況） 

 銃猟従事者１名 

 わな猟従事者１０名 

 銃・わな猟従事者１１名 

 合計２２名 

  



 ヌートリア、アライグマについては、外来生物法に基づく防除計画を策

定し、農家などの地域住民も参加した捕獲体制を整備している。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年

度 

全鳥獣 

 

・狩猟免許取得補助の活用及び捕獲と安全に関す

る講習会の開催による人材の確保 

・防除実施計画に基づく捕獲体制の確保 

・箱わなの整備 

・侵入防止柵と捕獲用具の一体的な管理運用によ

る捕獲効率の向上 

・鳥獣による農作物被害の調査 

令和９年

度 

 

 

全鳥獣 

 

 

・狩猟免許取得補助の活用及び捕獲と安全に関す

る講習会の開催による人材の確保 

・防除実施計画に基づく捕獲体制の確保 

・箱わなの整備 

・侵入防止柵と捕獲用具の一体的な管理運用によ

る捕獲効率の向上 

・鳥獣による農作物被害の調査 

令和１０

年度 

 

 

全鳥獣 

 

 

・狩猟免許取得補助の活用及び捕獲と安全に関す

る講習会の開催による人材の確保 

・防除実施計画に基づく捕獲体制の確保 

・箱わなの整備 

・侵入防止柵と捕獲用具の一体的な管理運用によ

る捕獲効率の向上 

・鳥獣による農作物被害の調査 

 

 

 

 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

○イノシシ 

 過去の実績から年間５０頭を計画数とする。 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

捕獲数(頭) １３ １３ ３６ １５ ３１ 

 



○シカ 

 過去の実績から年７００頭を計画数とする。 

（過去５年間の平均捕獲数 ６６８頭） 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

捕獲数（頭） ８７１ １，１５２ ４２３ ４６８ ４２０ 

 

○ヌートリア 

目撃情報が確認されている。適切な対策を講じ、地域からの完全排除を

最終目標とする。年５頭計画数とする。 

 

○アライグマ 

 近隣の町で令和２年度に１頭捕獲されており、目撃があれば適切な対応

により増加を防ぎ、完全排除を最終目標とする。年５頭を計画数とする。 

 

○カラス類 

 過去の実績から年間１０羽とする。そのうち、一斉駆除５羽を捕獲目標

とする。 

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

捕獲数(羽) １０ ４ ８ ８ ６ 

 

 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等  

８年度 ９年度 １０年度  

イノシシ ５０頭 ５０頭 ５０頭  

シカ ７００頭 ７００頭 ７００頭  

ヌートリア ５頭 ５頭 ５頭  

アライグマ ５頭 ５頭 ５頭  

カラス類 １０羽 １０羽 １０羽  

 

 捕獲等の取組内容 

（若桜町全体）                                          

○イノシシ                                              

・捕獲手段：銃及びわな（くくりわな、箱わな） 

・実施予定時期：通年 

○シカ 

・捕獲手段：銃及びわな（くくりわな、箱わな） 

・実施予定時期：通年 

○ヌートリア、アライグマ 



・捕獲手段：箱わなを基本とする。 

・実施予定時期：通年 

○カラス類 

・捕獲手段：一斉駆除を基本とし、その他猟銃による捕獲を行う。 

・実施予定時期：一斉駆除は２回／年 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

－ 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

－ － 

 

 

 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

８年度 ９年度 １０年度 

シカ・イノシシ・

クマ 

ＷＭ：2,000ｍ 

電気柵：2,000ｍ 

複合柵：500ｍ 

ＷＭ：2,000ｍ 

電気柵：2,000ｍ 

複合柵：500ｍ 

ＷＭ：2,000ｍ 

電気柵：2,000ｍ 

複合柵：500ｍ 

 

 

 

 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

８年度 ９年度 １０年度 

シカ、イノシシ 

 

 

・侵入防止柵周辺

の刈払い 

・定期的な見回り

と修繕による侵入

防止機能の維持 

・捕獲用具との一

体的な管理運用。 

・侵入防止柵周辺

の刈払い 

・定期的な見回り

と修繕による侵入

防止機能の維持 

・捕獲用具との一

体的な管理運用。 

・侵入防止柵周辺

の刈払い 

・定期的な見回り

と修繕による侵入

防止機能の維持  

・捕獲用具との一

体的な管理運用。 

クマ ・侵入防止柵周辺 ・侵入防止柵周辺 ・侵入防止柵周辺



 

 

の刈払い 

・定期的な見回り

と修繕による侵入

防止機能の維持 

・花火等による追

い払い 

の刈払い 

・定期的な見回り

と修繕による侵入

防止機能の維持 

・花火等による追

い払い 

の刈払い 

・定期的な見回り

と修繕による侵入

防止機能の維持 

・花火等による追

い払い 

 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年

度 

 

イノシシ

・シカ・サ

ル・クマ

等 

・農作物残渣の除去 

・放任果樹の撤去 

・緩衝帯の設置 

・集落の見回り 

令和９年

度 

 

イノシシ

・シカ・サ

ル・クマ

等 

・農作物残渣の除去 

・放任果樹の撤去 

・緩衝帯の設置 

・集落の見回り 

令和１０

年度 

 

イノシシ

・シカ・サ

ル・クマ

等 

・農作物残渣の除去 

・放任果樹の撤去 

・緩衝帯の設置 

・集落の見回り 
 
 
６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

若桜町役場経済産業課 行政無線等により町民へ周知するとと

もに、鳥取県及び郡家警察署、若桜町

猟友会と連携した対応を図る。 

鳥取県自然共生課 外来生物対策 

鳥取県鳥獣対策課 鳥獣対策の情報提供等 

鳥獣の保護・狩猟等 

鳥取県東部農林事務所八頭事務所 鳥獣防除対策（事業推進等） 

鳥取県東部農林事務所農商工連携チーム ジビエ振興等 

郡家警察署 町と連携した対応を図る 

若桜町猟友会 町と連携した対応を図る 

猪鹿庵 鳥獣の有効活用 

わかさ２９工房 鳥獣の有効活用 



 

 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

 
 

 

 

 

鳥 取 県 

 

 

町 民 

 

 

 

 

若桜町役場 

経済産業課 

 

 

 

 

 

若桜町猟友会 

   

 

 

 

郡家警察署 

 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 埋設等適切に処理を行うほか、シカは獣肉解体処理施設わかさ２９工房

へ、イノシシは猪鹿庵への搬入を推進し、ジビエ利活用率の向上を図る。 

 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 町内の飲食店でジビエ料理として提供されている

ほか、道の駅で精肉、加工品が販売されている。 

また、県内のスーパーや飲食店でも販売提供され

ており、関東・関西圏への販路拡大も引き続き推進

する。 

ペットフード 食肉としての利用が困難な場合は、ペットフードへ

有効活用するなど食肉以外での利用の推進を引き続

き推進する。 

皮革 若桜町内の革製品販売店へシカ・イノシシの革を提

供している。 

 

 

 



その他 

（油脂、骨製品、角 

製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

 

 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

 地域おこし協力隊事業等で募集があった際には、町外・町内問わず受け

入れ、人材育成を行う。 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 若桜町鳥獣害対策協議会 

構成機関の名称 役割 

鳥取いなば農業協同組合若桜支店 有害鳥獣関連情報の提供と被害防止に

関する指導を行う。 

八頭中央森林組合 林業被害情報の提供を行う。 

若桜町猟友会 有害鳥獣関連情報の提供を行う。 

鳥取森林管理署 林業被害情報の提供を行う。 

若桜町役場経済産業課 事務局を担当し、協議会に関する連絡

及び調整を行う。 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

鳥取県農林水産部鳥獣対策

課 

鳥取県農林水産部東部農林

事務所八頭事務所 

○全体計画の支援に関すること及び技術的支

援 

鳥取県生活環境部自然共生

社会局自然共生課 

鳥取県農林水産部東部農林

事務所農商工連携チーム 

○全体計画の支援に関すること 

 

（３）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

専門家の指導による現地研修会等を開催し、電気柵等の正しい設置方法

等を農家の方に再度周知する。 

 

１０．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 



猟師に向けた研修会等の実施を検討。 

また、国、県が主催する研修会等にも参加し、被害防止策を推進する。 

野生イノシシの豚熱（CSF）が県内で発生したことから、「豚熱まん延防

止のための野生イノシシの捕獲強化の方針」により、捕獲強化を進めると

ともに、捕獲者に対して、靴底や車両への消毒の実施徹底などを注意喚起

していくことで感染拡大防止を図る。また、定期的なサーベイランスを実

施する。 

 


